
宮
澤
浩
一
先
生

略
歴

略
歴

一
九
三
〇
年

五

月

東
京
に
生
ま
れ
る

一
九
四
八
年

三

月

旧
制
鎌
倉
中
学
校
修
業

一
九
四
八
年

四

月

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
予
科
入
学

一
九
四
九
年

四

月

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
法
律
学
科
編
入
学

一
九
五
三
年

三

月

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
法
律
学
科
卒
業

一
九
五
三
年

四

月

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
民
事
法
学
専
攻
入
学

一
九
五
五
年

三

月

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
民
事
法
学
専
攻
修
了

一
九
五
五
年

四

月

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
助
手

一
九
五
七
年

九

月

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ヒ
大
学
︵
西
ド
イ
ツ
︶
留
学
︵
五
九
年
三
月
ま
で
︶

一
九
六
〇
年
一
〇
月

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
助
教
授

一
九
六
四
年
夏
学
期

ザ
ー
ル
大
学
︵
西
ド
イ
ツ
︶
客
員
教
授

一
九
六
六
年

一

月

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
よ
り
法
学
博
士
︵
学
位
論
文
﹁
被
害
者
学
の
基
礎
理
論
﹂︶

一
九
六
六
年

四

月

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

一
九
七
五
年
冬
学
期

ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
大
学
︵
西
ド
イ
ツ
︶
客
員
教
授

一
九
七
七
年

テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
︵
西
ド
イ
ツ
︶
か
ら
名
誉
博
士
号
授
与
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一
九
八
〇
年
冬
学
期

ケ
ル
ン
大
学
︵
西
ド
イ
ツ
︶
客
員
教
授

一
九
八
六
年
冬
学
期

ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
︵
西
ド
イ
ツ
︶
客
員
教
授

一
九
八
八
年
一
〇
月

ザ
ー
ル
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
ン
大
学
︵
西
ド
イ
ツ
︶
か
ら
名
誉
博
士
号
授
与

一
九
八
九
年

二

月

西
ド
イ
ツ
政
府
よ
り
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
一
等
功
労
十
字
章
授
与

一
九
九
五
年
一
〇
月

ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
・
メ
ダ
ル
金
賞
受
賞

一
九
九
六
年

三

月

慶
應
義
塾
大
学
名
誉
教
授

一
九
九
七
年

四

月

中
央
大
学
総
合
政
策
学
部
教
授

二
〇
〇
〇
年

三

月

瀬
戸
山
賞
受
賞

二
〇
一
〇
年

七

月
二
三
日

逝
去

学
会
活
動
・
社
会
的
活
動

世
界
被
害
者
学
会
会
長

一
九
八
八
年

～
一
九
九
一
年

世
界
被
害
者
学
会
副
会
長

一
九
七
九
年

～
一
九
八
八
年

一
九
九
一
年

～
一
九
九
七
年

国
際
犯
罪
学
会
副
会
長

一
九
八
八
年

～
一
九
九
三
年

日
本
刑
法
学
会
理
事

一
九
六
七
年
一
〇
月
～
一
九
九
四
年

五

月

日
本
刑
法
学
会
監
事

一
九
九
四
年

五

月
～
一
九
九
七
年

五

月

日
本
被
害
者
学
会
理
事
長

一
九
九
〇
年
一
一
月
～
二
〇
〇
一
年

六

月

法
制
審
議
会
刑
事
法
特
別
部
会
幹
事

一
九
六
五
年

九

月
～
一
九
七
三
年

九

月

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員

一
九
八
六
年
一
〇
月
～
一
九
九
八
年

七

月

法
制
審
議
会
少
年
法
部
会
幹
事

一
九
七
一
年

九

月
～
一
九
八
二
年

三

月
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法
制
審
議
会
少
年
法
部
会
委
員

一
九
八
二
年

四

月
～
一
九
九
〇
年

三

月

法
制
審
議
会
監
獄
法
部
会
委
員

一
九
七
六
年

四

月
～
一
九
八
〇
年
一
一
月

司
法
試
験
二
次
試
験
考
査
委
員
︵
刑
事
政
策
︶

一
九
七
五
年

～
一
九
八
四
年

矯
正
保
護
審
議
会
委
員

一
九
八
三
年
一
〇
月
～
一
九
九
五
年
一
〇
月

国
家
公
安
委
員
会
犯
罪
被
害
給
付
専
門
委
員

一
九
八
一
年

一

月
～
二
〇
〇
六
年
一
二
月

文
部
省
法
学
政
治
学
視
学
委
員

一
九
八
九
年

三

月
～
一
九
九
七
年

三

月

内
閣
府
犯
罪
被
害
者
等
施
策
推
進
会
議
専
門
委
員

二
〇
〇
五
年

四

月
～
二
〇
〇
七
年

三

月

内
閣
府
犯
罪
被
害
者
等
基
本
計
画
検
討
会
座
長

二
〇
〇
五
年

四

月
～
二
〇
〇
五
年
一
一
月

財
団
法
人
日
本
刑
事
政
策
研
究
会
評
議
員

一
九
七
九
年

四

月
～
一
九
九
三
年

五

月

財
団
法
人
日
本
刑
事
政
策
研
究
会
理
事

一
九
九
三
年

五

月
～
二
〇
〇
七
年
一
一
月

財
団
法
人
ア
ジ
ア
刑
政
財
団
理
事

一
九
八
九
年

三

月
～
二
〇
〇
六
年

九

月

宮澤浩一先生 略歴・主要業績

681



宮
澤
浩
一
先
生

主
要
業
績

著
書
・
編
著

Ｇ
・
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
著
・
共
訳
﹃
一
法
律
家
の
生
涯

Ｐ
・
Ｊ
・
ア
ン
ゼ
ル
ム
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
伝

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
著
作
集
７
﹄

東
京
大
学
出
版
会

昭
和
三
八
年

﹃
犯
罪
学
二
五
講
﹄

慶
應
通
信

昭
和
四
一
年

﹃
被
害
者
学
の
基
礎
理
論
﹄

世
界
書
院

昭
和
四
一
年

﹃
被
害
者
学
﹄

紀
伊
國
屋
新
書

昭
和
四
二
年

編
著
﹃
世
界
諸
邦
少
年
法
制
の
動
向
﹄

鳳
舎

昭
和
四
三
年

ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
著
・
共
訳
編
﹃
現
代
法
哲
学
の
諸
問
題
﹄

慶
應
義
塾
大
学
法
学
研
究
会

昭
和
四
三
年

編
著
﹃
犯
罪
と
被
害
者
﹄

成
文
堂

昭
和
四
五
年

共
編
﹃
刑
事
政
策
講
座

第
一
巻

総
論
﹄

成
文
堂

昭
和
四
六
年

共
編
﹃
犯
罪
学
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ス
﹄

慶
應
通
信

昭
和
四
六
年

編
著
﹃
犯
罪
と
被
害
者

第
二
巻
﹄

成
文
堂

昭
和
四
七
年

編
著
﹃
少
年
法
改
正
﹄

慶
應
通
信

昭
和
四
七
年

共
編
﹃
性
と
法
律

性
表
現
の
自
由
と
限
界
﹄

成
文
堂

昭
和
四
七
年

Ａ
・
カ
ウ
フ
マ
ン
著
・
訳
﹃
現
代
法
哲
学
の
目
的
﹄

慶
應
義
塾
大
学

昭
和
四
七
年
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﹃
刑
法
の
思
考
と
論
理

刑
事
法
論
集
第
一
巻
﹄

成
文
堂

昭
和
五
〇
年

﹃
現
代
社
会
相
と
内
外
刑
法
思
潮

刑
事
法
論
集
第
二
巻
﹄

成
文
堂

昭
和
五
一
年

ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
編
・
共
訳
編
﹃
行
刑
改
革
の
諸
問
題
﹄

成
文
堂

昭
和
五
一
年

﹃
外
国
刑
事
法
文
献
集
成
１

ゲ
リ
ヒ
ツ
ザ
ー
ル
﹄

成
文
堂

昭
和
五
一
年

﹃
刑
事
政
策
の
源
流
と
潮
流

刑
事
法
論
集
第
三
巻
﹄

成
文
堂

昭
和
五
二
年

﹃
刑
事
法
学
の
諸
問
題

刑
事
法
論
集
第
五
巻
﹄

成
文
堂

昭
和
五
三
年

編
﹃
西
ド
イ
ツ
刑
法
学

学
者
編
﹄

成
文
堂

昭
和
五
三
年

編
﹃
犯
罪
と
被
害
者

第
三
巻
﹄

成
文
堂

昭
和
五
四
年

﹃
こ
れ
で
い
い
の
か
ニ
ッ
ポ
ン

私
の
少
数
異
見
﹄

日
本
書
籍

昭
和
五
五
年

編
﹃
外
国
刑
事
法
文
献
集
大
成
２

ス
イ
ス
刑
法
雑
誌
﹄

成
文
堂

昭
和
五
六
年

ユ
ル
ゲ
ン
・
バ
ウ
マ
ン
編
・
共
監
訳
﹃
西
独
刑
法
改
正
論
争
﹄

成
文
堂

昭
和
五
六
年

﹃
刑
事
政
策
の
動
き
﹄

成
文
堂

昭
和
五
六
年

Ｃ
・
ロ
ク
シ
ン
著
・
監
訳
﹃
刑
法
に
お
け
る
責
任
と
予
防
﹄

成
文
堂

昭
和
五
九
年

共
編
﹃
外
国
刑
事
法
文
献
集
成
３

ド
イ
ツ
全
刑
法
雑
誌
﹄

成
文
堂

昭
和
六
一
年

ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
著
・
監
訳
﹃
法
哲
学
と
刑
法
学
の
根
本
問
題
﹄

成
文
堂

昭
和
六
一
年

ハ
ン
ス
・
ヨ
ア
ヒ
ム
・
ヒ
ル
シ
ュ
著
・
共
監
訳
﹃
ド
イ
ツ
刑
法
学
の
現
代
的
展
開
﹄

成
文
堂

昭
和
六
二
年

Ｋ
・
Ｈ
・
ゲ
ッ
セ
ル
著

共
監
訳
﹃
正
義
・
法
治
国
家
・
刑
法
│
刑
法
・
刑
事
訴
訟
法
の
根
本
問
題
﹄

成
文
堂

平
成

二

年

ク
ラ
ウ
ス
・
テ
ィ
ー
デ
マ
ン
原
著
・
共
監
訳
﹃
経
済
犯
罪
と
経
済
刑
法
﹄

成
文
堂

平
成

二

年

編
著
﹃
法
学
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ズ

第
２
版
﹄

成
文
堂

平
成

三

年

共
編
﹃
犯
罪
学
﹄

青
林
書
院

平
成

七

年

Ｇ
・
カ
イ
ザ
ー
︑
Ｈ
・
ク
ー
リ
ー
︑
Ｈ
・
Ｊ
・
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
編
・
共
訳
﹃
犯
罪
被
害
者
と
刑
事
司
法
﹄

成
文
堂

平
成

七

年
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共
編
﹃
犯
罪
被
害
者
の
研
究
﹄

成
文
堂

平
成

八

年

﹃
刑
事
政
策
講
義
ノ
ー
ト
﹄

成
文
堂

平
成
一
〇
年

法
学
研
究

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
﹁
法
の
ブ
レ
ビ
エ
﹂︿
紹
介
と
批
評
﹀

法
学
研
究
二
八
巻

四

号

昭
和
三
〇
年

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
刑
法
草
案
及
理
由
書
︵
共
訳
︶︿
資
料
﹀

法
学
研
究
二
八
巻

八

号

昭
和
三
〇
年

死
刑
廃
止
の
歴
史
Ⅰ
・
Ⅱ
│
西
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
を
中
心
と
し
て
︿
資
料
﹀

法
学
研
究
二
九
巻
一
〇
・
一
一
号

昭
和
三
一
年

ド
イ
ツ
語
圏
各
国
大
学
に
お
け
る
刑
事
法
学
関
係
研
究
者
総
覧
︿
資
料
﹀

法
学
研
究
三
一
巻

八

号

昭
和
三
三
年

不
真
正
不
作
為
犯
と
西
独
刑
法
改
正
草
案
Ⅰ
・
Ⅱ

法
学
研
究
三
三
巻
一
・
三
号

昭
和
三
五
年

不
作
為
に
よ
る
共
犯
│
そ
の
序
論
的
考
察

法
学
研
究
三
三
巻

二

号

昭
和
三
五
年

開
か
れ
た
構
成
要
件
と
法
義
務
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル

法
学
研
究
三
三
巻
一
一
号

昭
和
三
五
年

開
か
れ
た
構
成
要
件
と
法
義
務
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
Ⅱ
・
Ⅲ
・
Ⅳ

法
学
研
究
三
四
巻
一
〇
～
一
二
号

昭
和
三
六
年

西
独
刑
法
に
関
す
る
資
料
│
政
府
刊
行
物
︑
著
書
︑
雑
誌
論
文
目
録
︿
資
料
﹀

法
学
研
究
三
五
巻

三

号

昭
和
三
七
年

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
非
行
少
年
問
題
と
そ
の
対
策
│
少
年
刑
務
所
を
中
心
と
し
て

法
学
研
究
三
五
巻

八

号

昭
和
三
七
年

ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
関
す
る
法
律
上
の
諸
問
題
│
西
ド
イ
ツ
の
判
例
︑
学
説
を
中
心
と
し
て法

学
研
究
三
六
巻

一

号

昭
和
三
八
年

原
子
力
に
関
す
る
犯
罪
と
そ
の
危
険
構
成
要
件
│
ス
イ
ス
の
立
法
例
を
中
心
と
し
て
︿
資
料
﹀
法
学
研
究
三
六
巻

三

号

昭
和
三
八
年

死
刑
廃
止
論
の
立
場

法
学
研
究
三
七
巻

一

号

昭
和
三
九
年

死
刑
の
存
廃
に
関
す
る
資
料
︿
資
料
﹀

法
学
研
究
三
七
巻

一

号

昭
和
三
九
年

ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
﹁
現
代
の
法
哲
学
的
状
況
に
つ
い
て
﹂︿
翻
訳
・
資
料
﹀

法
学
研
究
三
七
巻

五

号

昭
和
三
九
年
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被
害
者
学
の
成
立
過
程

法
学
研
究
三
八
巻

八

号

昭
和
四
〇
年

西
ド
イ
ツ
刑
法
学
の
現
状
│
刑
法
学
者
の
業
績
を
系
譜
学
的
に
み
て
︿
資
料
﹀

法
学
研
究
三
八
巻

八

号

昭
和
四
〇
年

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
新
児
童
福
祉
法
│
一
九
六
〇
年
法
律
第
九
七
号
﹁
児
童
及
び
少
年
の
公
的
保
護
に
関
す
る
法
律
﹂
の
翻
訳

︵
共
著
︑
共
訳
︶︿
資
料
﹀

法
学
研
究
三
八
巻
一
一
号

昭
和
四
〇
年

西
ド
イ
ツ
刑
法
学
の
現
状
︵
追
録
Ⅰ
︶︿
資
料
﹀

法
学
研
究
四
〇
巻

三

号

昭
和
四
二
年

少
年
拘
禁
︵
Ju
g
e
n
d
a
rre
st︶
に
つ
い
て
│
そ
の
法
的
性
格
を
中
心
と
し
て

法
学
研
究
四
〇
巻

六

号

昭
和
四
二
年

ハ
ン
ス
・
ゲ
ッ
ピ
ン
ガ
ー
﹁
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
に
お
け
る
統
合
科
学
的
犯
罪
学
研
究
│
方
法
論
的
問
題
と
経
験
﹂︿
翻
訳
・
資
料
﹀

法
学
研
究
四
〇
巻
一
二
号

昭
和
四
二
年

少
年
拘
禁
の
種
類
︵
共
著
︶

法
学
研
究
四
一
巻

二

号

昭
和
四
三
年

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
刑
法
論
Ⅰ
・
Ⅱ

法
学
研
究
四
一
巻
八
・
九
号

昭
和
四
三
年

ス
イ
ス
に
お
け
る
信
頼
の
原
則

法
学
研
究
四
二
巻

二

号

昭
和
四
四
年

精
神
障
害
者
に
対
す
る
刑
事
処
分
に
つ
い
て
│
社
会
治
療
処
分
再
説

法
学
研
究
四
三
巻

三

号

昭
和
四
五
年

少
年
審
判
補
助
機
関
の
成
立
過
程
│
序
論
的
考
察

法
学
研
究
四
三
巻

五

号

昭
和
四
五
年

学
問
と
し
て
の
行
刑
学
│
そ
の
体
系
化
の
試
み
と
問
題
点

法
学
研
究
四
四
巻

三

号

昭
和
四
六
年

被
害
者
学
は
社
会
学
に
何
を
期
待
す
る
か

法
学
研
究
四
五
巻

二

号

昭
和
四
七
年

西
ド
イ
ツ
刑
法
学
の
現
状
追
録
Ⅱ
︿
１
・
２
﹀

法
学
研
究
四
五
巻
九
・
一
〇
号

昭
和
四
七
年

女
性
と
犯
罪
︿
資
料
﹀

法
学
研
究
四
六
巻

七

号

昭
和
四
八
年

西
ド
イ
ツ
刑
事
法
学
の
研
究
体
制
│
付
オ
ー
ス
ト
リ
ア
お
よ
び
ド
イ
ツ
語
圏
ス
イ
ス
の
状
況
︿
資
料
﹀

法
学
研
究
四
七
巻

三

号

昭
和
四
九
年

一
九
七
四
年
オ
ー
ス
ト
リ
ア
新
刑
法
典
と
堕
胎
罪
規
定
に
つ
い
て
︿
資
料
﹀

法
学
研
究
四
七
巻
一
〇
号

昭
和
四
九
年

西
ド
イ
ツ
の
裁
判
官
研
究
に
つ
い
て
│
西
ド
イ
ツ
法
社
会
学
の
現
状
に
関
す
る
一
つ
の
メ
モ

法
学
研
究
四
八
巻

四

号

昭
和
五
〇
年
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西
ド
イ
ツ
刑
法
学
の
現
状
︵
追
録
Ⅲ
︶︿
資
料
﹀

法
学
研
究
四
八
巻

六

号

昭
和
五
〇
年

日
数
罰
金
制
の
意
義
と
現
実
│
西
ド
イ
ツ
の
新
刑
法
典
を
中
心
に
し
て

法
学
研
究
四
九
巻

一

号

昭
和
五
一
年

社
会
内
処
遇
の
原
型
│
少
年
処
遇
の
先
駆
者
と
し
て
の
Ｊ
・
Ｈ
・
ウ
ィ
ヒ
ュ
ル
ン

法
学
研
究
五
〇
巻

一

号

昭
和
五
二
年

西
ド
イ
ツ
刑
法
学
の
現
状
︵
追
録
Ⅳ
︶︿
資
料
﹀

法
学
研
究
五
〇
巻

五

号

昭
和
五
二
年

西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
被
害
者
調
査
│
特
に
︑
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
調
査
を
中
心
と
し
て
︿
資
料
﹀

法
学
研
究
五
〇
巻
一
一
号

昭
和
五
二
年

レ
イ
ベ
リ
ン
グ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
新
展
開
│
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
﹁
企
業
内
司
法
﹂
研
究
を
手
が
か
り
と
し
て

法
学
研
究
五
〇
巻
一
二
号

昭
和
五
二
年

刑
法
学
研
究
の
基
礎
│
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
行
刑
学
の
論
文
集
成
を
終
え
て

法
学
研
究
五
一
巻

五

号

昭
和
五
三
年

オ
ー
ス
ト
リ
ア
犯
罪
学
の
現
状
│
ラ
ベ
リ
ン
グ
論
を
中
心
と
し
て

法
学
研
究
五
二
巻

四

号

昭
和
五
四
年

オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
事
法
学
の
一
断
片

追
録
Ⅰ
・
Ⅱ
︿
資
料
﹀

法
学
研
究
五
二
巻
四
・
五
号

昭
和
五
四
年

刑
事
法
研
究
の
た
め
の
基
礎
資
料
│
欧
米
主
要
刑
事
法
学
者
関
係
の
記
事
︵
法
哲
学
者
・
刑
法
理
論
家
を
含
む
︶︿
資
料
﹀

法
学
研
究
五
三
巻

八

号

昭
和
五
五
年

西
ド
イ
ツ
刑
法
学
の
現
状
︵
追
録
Ⅴ
︶︿
資
料
﹀

法
学
研
究
五
三
巻
一
〇
号

昭
和
五
五
年

ス
イ
ス
の
犯
罪
学

法
学
研
究
五
三
巻
一
二
号

昭
和
五
五
年

被
害
者
学
ビ
ブ
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー

ド
イ
ツ
語
文
献
︵
共
編
︶︿
資
料
﹀

法
学
研
究
五
五
巻
三
・
五
・
六
号

昭
和
五
七
年

被
害
者
学
ビ
ブ
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー

英
語
文
献
︿
１
～
３
﹀︵
共
編
︶︿
資
料
﹀

法
学
研
究
五
五
巻
五
～
七
号

昭
和
五
七
年

西
ド
イ
ツ
刑
法
学
の
現
状
︵
追
録
Ⅵ
︶︿
資
料
﹀

法
学
研
究
五
五
巻
一
一
号

昭
和
五
七
年

西
ド
イ
ツ
刑
法
学
の
現
状
︵
追
録
Ⅶ
︶︵
共
著
︶︿
資
料
﹀

法
学
研
究
五
七
巻
一
二
号

昭
和
五
九
年

西
ド
イ
ツ
刑
法
学
の
現
状
︵
追
録
Ⅷ
︶︵
共
著
︶︿
資
料
﹀

法
学
研
究
五
九
巻

八

号

昭
和
六
一
年

被
害
者
の
法
的
地
位
│
西
ド
イ
ツ
の
動
向
を
中
心
と
し
て

法
学
研
究
五
九
巻
一
二
号

昭
和
六
一
年

経
済
犯
罪
に
つ
い
て
│
西
ド
イ
ツ
連
邦
刑
事
警
察
局
の
資
料
を
中
心
と
し
て

法
学
研
究
六
〇
巻

二

号

昭
和
六
二
年
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ナ
チ
ス
犯
罪
の
追
及
と
西
ド
イ
ツ
刑
事
司
法
│
特
に
︑
ナ
チ
ス
犯
罪
追
及
セ
ン
タ
ー
の
活
動
と
ナ
チ
ス
犯
罪
者
の
外
泊
に
関
す
る
許
諾

の
問
題
を
中
心
に
し
て

法
学
研
究
六
一
巻

二

号

昭
和
六
三
年

オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
外
国
人
労
働
者
の
諸
問
題
│
特
に
︑
治
安
に
及
ぼ
す
影
響
を
中
心
と
し
て

法
学
研
究
六
二
巻
一
二
号

平
成

元

年

資
金
の
洗
浄
︵
マ
ネ
ー
・
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
︶
と
金
融
業
者
の
責
任
│
ス
イ
ス
刑
法
三
〇
五
条
の
三
を
中
心
と
し
て

法
学
研
究
六
三
巻

二

号

平
成

二

年

慶
應
法
学
の
第
二
世
紀

法
学
研
究
六
五
巻

一

号

平
成

四

年

フ
ォ
ル
カ
ー
・
ク
ラ
イ
著
﹁
警
察
が
人
質
犯
罪
に
対
応
す
る
場
合
の
性
的
問
題
│
警
察
に
対
す
る
検
察
官
の
指
揮
命
令
権
・
人
質
救
出

の
た
め
の
意
図
的
射
殺
﹂︿
共
訳
・
資
料
﹀

法
学
研
究
六
六
巻

二

号

平
成

五

年

フ
ォ
ル
カ
ー
・
ク
ラ
イ
著
﹁
不
正
な
麻
薬
取
引
そ
の
他
の
犯
罪
の
形
態
の
対
策
に
関
す
る
法
律
案
︵
組
織
犯
罪
対
策
法
案
︶
に
お
け
る

収
益
の
剝
奪
│
資
産
刑
・
拡
大
収
奪
│
お
よ
び
資
金
の
洗
浄
に
関
す
る
規
定
の
批
判
的
検
討
︿
共
訳
・
資
料
﹀

法
学
研
究
六
六
巻
一
〇
号

平
成

五

年

ハ
イ
ン
ツ
・
ミ
ュ
ー
ラ
ー
＝
デ
ィ
ー
ツ
﹁
グ
ス
タ
フ
・
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
目
か
ら
み
た
行
刑
﹂︵
共
訳
︶

法
学
研
究
六
八
巻

三

号

平
成

七

年

ゴ
ル
ト
ダ
ン
マ
ー
刑
法
雑
誌

著
者
名
目
録
︵
１
～
４
︶︵
共
編
︶︿
資
料
﹀

法
学
研
究
六
八
巻
三
～
六
号

平
成

七

年

日
本
に
お
け
る
最
近
の
更
生
緊
急
保
護
の
動
向
に
つ
い
て

法
学
研
究
六
九
巻

一

号

平
成

八

年

ド
イ
ツ
刑
法
学
の
現
状
︵
追
録
Ⅷ
︶︵
１
・
２
︶︿
資
料
﹀

法
学
研
究
六
九
巻
一
〇
・
一
一
号

平
成

八

年

ド
イ
ツ
刑
法
学
の
現
状
︵
追
録
Ⅷ
︶︵
３
・
４
︶︿
資
料
﹀

法
学
研
究
七
〇
巻
三
・
四
号

平
成

九

年

ド
イ
ツ
刑
法
学
の
現
状
︵
追
録
Ⅸ
︶︵
５
︶︿
資
料
﹀

法
学
研
究
七
〇
巻

五

号

平
成

九

年

ド
イ
ツ
刑
法
学
の
現
状
︵
追
完
Ⅰ
︶︵
共
編
︶︿
資
料
﹀

法
学
研
究
七
一
巻

二

号

平
成
一
〇
年

ド
イ
ツ
刑
法
学
の
現
状
︵
追
完
Ⅱ
︶︵
共
編
︶︿
資
料
﹀
法
学
研
究
七
二
巻
一
一
号

平
成
一
一
年

宮澤浩一先生 略歴・主要業績

687



法
概
念
と
し
て
の
責
任
︿
資
料
・
共
訳
﹀

法
学
研
究
七
四
巻
一
〇
号

平
成
一
三
年

ド
イ
ツ
刑
法
学
の
現
状
︵
追
完
Ⅲ
︶
D
e
r
g
e
g
e
n
w
ä
rtig
e
S
ta
n
d
d
e
r
d
e
u
tc
h
e
n
S
tra
fre
c
h
tsw
isse
n
sc
h
a
ft︵
3
.
E
rg
a
n
tsu
n
g
︶
:

D
ie
n
e
u
e
re
S
tra
fre
c
h
tsw
isse
n
-sc
h
a
ftle
r︵
共
編
︶︿
資
料
﹀

法
学
研
究
七
六
巻

八

号

平
成
一
五
年

雑
誌

ド
イ
ツ
刑
法
︵
一
九
三
四
│
一
九
四
四
年
︶︹
総
目
次
︺︵
共
編
︶︿
資
料
﹀

法
学
研
究
七
六
巻
一
一
号

平
成
一
五
年

ド
イ
ツ
語
圏
諸
国
に
お
け
る
組
織
犯
罪
・
資
金
洗
浄
関
係
文
献
︵
二
〇
〇
四
年
三
月
一
日
現
在
︶︿
資
料
﹀

法
学
研
究
七
七
巻

四

号

平
成
一
六
年

法
学
部
史
の
一
断
面
│
シ
ュ
テ
ル
ン
ベ
ル
ク
と
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ

法
学
研
究
七
八
巻

一

号

平
成
一
七
年

主
要
論
文

人
工
受
精
に
関
す
る
刑
法
上
の
諸
問
題

小
池
隆
一
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
﹃
比
較
法
と
私
法
の
諸
問
題
﹄

昭
和
三
四
年

ド
イ
ツ
刑
法
学
会
の
動
向

﹃
人
工
受
精
の
諸
問
題
﹄

昭
和
三
五
年

い
わ
ゆ
る
責
任
説
に
つ
い
て

綜
合
法
学
三
二
号

昭
和
三
六
年

麻
酔
分
権
と
刑
事
裁
判

警
察
学
論
集
一
五
巻

四

号

昭
和
三
七
年

開
か
れ
た
構
成
要
件

綜
合
法
学
四
二
号

昭
和
三
七
年

社
会
的
行
為
論
│
学
説
史
的
に
み
て

綜
合
法
学
五
三
号

昭
和
三
七
年

人
工
受
精
と
姦
通
罪
│
イ
タ
リ
ア
の
判
例
・
学
説
か
ら

綜
合
法
学
六
一
号

昭
和
三
八
年

イ
タ
リ
ー
に
お
け
る
共
犯
論
│
伊
刑
法
一
一
〇
条
を
中
心
と
し
て

斉
藤
金
作
博
士
還
暦
祝
賀
﹃
現
代
の
共
犯
理
論
﹄

昭
和
三
九
年

ド
イ
ツ
の
交
通
テ
ィ
ケ
ッ
ト
制
に
つ
い
て

ジ
ュ
リ
ス
ト
三
一
五
号

昭
和
四
〇
年

西
独
に
お
け
る
年
長
少
年
法
制
の
問
題
点

家
庭
裁
判
月
報
一
七
巻

五

号

昭
和
四
〇
年

ド
イ
ツ
刑
法
学
会
の
群
像
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
・
Ⅳ
・
Ⅴ

法
律
の
ひ
ろ
ば
一
八
巻
四
～
七
・
一
二
号

昭
和
四
〇
年
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西
ド
イ
ツ
の
少
年
法
制
の
現
状
と
将
来

ジ
ュ
リ
ス
ト
三
四
二
号

昭
和
四
一
年

ス
イ
ス
少
年
法
制
の
現
状
と
改
正
の
動
向

ジ
ュ
リ
ス
ト
三
四
五
号

昭
和
四
一
年

処
遇
の
多
様
化
│
保
護
処
分
を
中
心
と
し
て

ジ
ュ
リ
ス
ト
三
五
三
号

昭
和
四
一
年

過
失
犯
と
期
待
可
能
性

日
沖
憲
郎
博
士
還
暦
祝
賀
﹃
過
失
犯
１
﹄

昭
和
四
一
年

一
九
六
五
年
ス
イ
ス
刑
法
一
部
改
正
草
案
に
お
け
る
少
年
法
制
の
改
正
に
つ
い
て

家
庭
裁
判
月
報
一
八
巻

三

号

昭
和
四
一
年

西
独
に
お
け
る
年
長
少
年
法
制
の
改
正
動
向
│
少
年
裁
判
所
法
改
正
の
覚
え
書
を
中
心
と
し
て

家
庭
裁
判
月
報
一
八
巻

六

号

昭
和
四
一
年

一
九
六
五
年
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
新
刑
法
典
に
お
け
る
﹁
制
裁
﹂
に
つ
い
て

判
例
タ
イ
ム
ズ
一
八
巻

五

号

昭
和
四
二
年

一
九
六
六
年
西
ド
イ
ツ
刑
法
改
正
対
案
の
刑
事
政
策
的
規
定
に
つ
い
て

判
例
タ
イ
ム
ズ
一
八
巻

九

号

昭
和
四
二
年

西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
刑
法
改
正
対
案

ジ
ュ
リ
ス
ト
三
七
二
号

昭
和
四
二
年

交
通
反
則
通
告
制
度
を
め
ぐ
っ
て

法
律
時
報
三
九
巻

四

号

昭
和
四
二
年

少
年
法
制
の
歴
史
的
展
開

家
庭
裁
判
月
報
一
九
巻

五

号

昭
和
四
二
年

少
年
法
改
正
論
争
の
問
題
点
│
改
正
構
想
の
批
判
的
考
察

犯
罪
学
雑
誌
三
三
巻

四

号

昭
和
四
二
年

﹁
見
せ
金
﹂
を
め
ぐ
る
法
律
上
の
諸
問
題
︵
２
︶
│
刑
法
上
の
考
察

判
例
タ
イ
ム
ズ
一
九
巻
六
号

昭
和
四
三
年

西
独
刑
法
改
正
草
案
対
案
に
つ
い
て

法
律
時
報
四
〇
巻

八

号

昭
和
四
三
年

再
び
西
独
刑
法
改
正
草
案
対
案
に
つ
い
て

法
律
時
報
四
〇
巻
一
二
号

昭
和
四
三
年

死
刑
廃
止
論
の
一
試
稿

﹃
矯
正
論
集
﹄

昭
和
四
三
年

社
会
治
療
施
設
に
つ
い
て
│
一
九
六
五
年
西
ド
イ
ツ
刑
法
改
正
草
案
対
案
と
デ
ン
マ
ー
ク
の
法
制
を
中
心
と
し
て

佐
伯
千
仭
博
士
還
暦
祝
賀
﹃
犯
罪
と
刑
罰
︵
下
︶﹄

昭
和
四
三
年

わ
が
国
に
お
け
る
被
害
者
特
性
の
実
施
的
研
究
の
現
状
と
受
刑
者
に
よ
る
被
害
調
査
の
必
要
性
︵
１
︶︵
２
︶
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刑
政
七
九
巻
四
・
六
号

昭
和
四
三
年

﹁
保
安
処
分
﹂
の
比
較
法
的
検
討

法
律
時
報
四
一
巻

二

号

昭
和
四
四
年

罰
金
刑
の
現
代
的
課
題

研
修
二
五
〇
号

昭
和
四
四
年

企
業
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
外
国
の
立
法
例

ジ
ュ
リ
ス
ト
四
二
八
号

昭
和
四
四
年

名
誉
毀
損
罪
に
関
す
る
新
判
例
へ
の
一
考
察

法
律
の
ひ
ろ
ば
二
二
巻

九

号

昭
和
四
四
年

死
刑
廃
止
の
社
会
的
条
件
│
西
ド
イ
ツ
と
イ
タ
リ
ア
の
場
合
を
中
心
と
し
て

法
律
時
報
四
二
巻

六

号

昭
和
四
五
年

少
年
法
改
正
要
綱
の
概
括
的
批
判

法
律
時
報
四
二
巻
一
三
号

昭
和
四
五
年

少
年
犯
罪
の
世
界
的
傾
向
と
少
年
法
改
正
問
題

ケ
ー
ス
研
究
一
二
一
号

昭
和
四
五
年

交
通
反
則
通
告
制
度
と
少
年
交
通
事
件
処
理
に
つ
い
て
︿
上
・
中
・
下
﹀

判
例
タ
イ
ム
ズ
二
一
巻
四
・
五
・
八
号

昭
和
四
五
年

刑
事
政
策
家
と
し
て
の
フ
ロ
イ
デ
ン
タ
ー
ル
︵
１
︶︵
２
︶
│
未
完

判
例
時
報
八
・
九
号

昭
和
四
五
年

少
年
法
改
正
を
め
ぐ
る
論
争
点

ジ
ュ
リ
ス
ト
四
五
〇
号

昭
和
四
五
年

オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
信
頼
の
原
則
│
判
例
の
分
析

植
松
博
士
還
暦
祝
賀
﹃
刑
法
と
科
学

法
律
編
﹄

昭
和
四
六
年

西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
猥
褻
表
現
物
処
罰
の
動
向
│
判
例
の
分
析
を
中
心
と
し
て

ジ
ュ
リ
ス
ト
四
七
四
号

昭
和
四
六
年

性
的
表
現
の
自
由
化
に
つ
い
て
│
西
ド
イ
ツ
の
場
合

研
修
二
七
六
号

昭
和
四
六
年

イ
タ
リ
ア
刑
法
と
人
工
受
精
│
学
説
・
判
例
の
一
考
察

峯
村
光
郎
教
授
還
暦
記
念
﹃
法
哲
学
と
社
会
の
理
論
﹄

昭
和
四
六
年

家
裁
と
調
査
官
制
度

ケ
ー
ス
研
究
一
二
六
号

昭
和
四
六
年

最
近
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
事
交
通
判
例
に
あ
ら
わ
れ
た
﹁
信
頼
の
原
則
﹂

法
曹
時
報
二
三
巻

九

号

昭
和
四
六
年

わ
が
国
に
お
け
る
被
害
者
学
研
究
の
現
状
│
性
犯
罪
研
究
の
成
果
を
中
心
と
し
て

犯
罪
と
非
行
一
〇
号

昭
和
四
六
年

騒
擾
罪
に
関
す
る
一
考
察
│
大
須
事
件
︑
メ
ー
デ
ー
事
件
判
決
を
中
心
と
し
て

判
例
タ
イ
ム
ズ
二
二
巻
一
三
号

昭
和
四
六
年

少
年
審
判
補
助
機
関
の
成
立
過
程

序
論
的
考
察

家
庭
裁
判
月
報
二
三
巻
一
〇
号

昭
和
四
六
年

少
年
法
改
正

ジ
ュ
リ
ス
ト
四
九
七
号

昭
和
四
七
年
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騒
擾
罪
に
関
す
る
一
考
察
│
大
須
事
件
︑
メ
ー
デ
ー
事
件
判
決
を
中
心
と
し
て
︵
下
︶

判
例
タ
イ
ム
ズ
二
六
九
号

昭
和
四
七
年

ド
イ
ツ
少
年
法
制
の
展
開
過
程
│
フ
ロ
イ
デ
ン
タ
ー
ル
の
寄
与
を
中
心
と
し
て

家
庭
裁
判
月
報
二
四
巻

七

号

昭
和
四
七
年

少
年
法
制
に
関
す
る
比
較
法
的
検
討

ケ
ー
ス
研
究
一
三
一
号

昭
和
四
七
年

わ
が
国
の
被
害
者
研
究
の
現
状
と
将
来

﹃
犯
罪
と
被
害
者

第
二
巻
﹄

昭
和
四
七
年

少
年
法
改
正
要
綱
の
概
括
的
批
判

﹃
少
年
法
改
正
﹄

昭
和
四
七
年

少
年
法
改
正
の
前
提
条
件

判
例
タ
イ
ム
ズ
二
四
巻

五

号

昭
和
四
八
年

メ
ー
テ
ン
事
件
控
訴
審
判
決
を
め
ぐ
っ
て

判
例
タ
イ
ム
ズ
二
四
巻

七

号

昭
和
四
八
年

ス
イ
ス
少
年
刑
法
の
改
正
に
つ
い
て

家
庭
裁
判
月
報
二
五
巻

五

号

昭
和
四
八
年

被
害
者
学
の
意
義
と
現
状

法
学
教
室

一

号

昭
和
四
八
年

ド
イ
ツ

ド
イ
ツ
少
年
法
制
の
展
開
過
程
│
フ
ロ
イ
デ
ン
タ
ー
ル
の
寄
与
を
中
心
と
し
て

ス
イ
ス

ス
イ
ス
少
年
刑
法
の
改
正
に
つ
い
て

外
国
少
年
法
の
動
向
︵
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
編
︶

昭
和
四
八
年

少
年
法
改
正
の
前
提
条
件
︵
改
編
︶

ケ
ー
ス
研
究
一
三
九
号

昭
和
四
八
年

誤
報
の
被
害
者

ジ
ュ
リ
ス
ト
五
七
〇
号

昭
和
四
九
年

被
害
者
補
償
制
度
の
比
較
法
的
検
討
│
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
諸
国

ジ
ュ
リ
ス
ト
五
七
五
号

昭
和
四
九
年

改
正
刑
法
草
案
の
﹁
刑
罰
論
﹂
に
つ
い
て

法
律
時
報
四
六
巻

六

号

昭
和
四
九
年

西
ド
イ
ツ
行
刑
法
代
案

刑
政
八
五
巻

三

号

昭
和
四
九
年

刑
事
立
法
と
世
論
調
査
の
動
向
│
内
閣
広
報
室
の
調
査
結
果
を
み
て
︵
共
著
︶

法
学
セ
ミ
ナ
ー
二
四
四
号

昭
和
五
〇
年

刑
法
改
正
の
背
景
と
﹁
草
案
﹂
の
思
想
的
背
景

労
働
判
例
二
一
四
号

昭
和
五
〇
年

軽
微
な
財
産
犯
罪
の
非
犯
罪
化
に
つ
い
て

研
修
三
二
〇
号

昭
和
五
〇
年

西
欧
諸
国
に
お
け
る
犯
罪
者
と
非
行
少
年
の
処
遇
の
多
様
化
に
つ
い
て

刑
政
八
六
巻

四

号

昭
和
五
〇
年

西
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
堕
胎
罪
規
定
違
憲
判
決
に
つ
い
て

ジ
ュ
リ
ス
ト
五
八
七
号

昭
和
五
〇
年
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フ
ォ
ト
コ
ピ
ー
と
文
書
偽
造
罪
︵
上
︶

判
例
タ
イ
ム
ズ
三
二
三
号

昭
和
五
〇
年

外
部
か
ら
み
た
刑
務
所

刑
政
八
六
巻
一
二
号

昭
和
五
〇
年

西
ド
イ
ツ
の
新
行
刑
法
に
つ
い
て

法
律
時
報
四
八
巻

七

号

昭
和
五
一
年

罰
金
刑
再
論
│
西
ド
イ
ツ
の
新
刑
法
総
則
に
お
け
る
日
数
罰
金
制
の
運
用
を
中
心
と
し
て

研
修
三
四
二
号

昭
和
五
一
年

被
害
者
学
の
立
場
か
ら
み
た
犯
罪
被
害
者
補
償
制
度

警
察
学
論
集
二
九
巻

六

号

昭
和
五
一
年

フ
ォ
ト
コ
ピ
ー
と
文
書
偽
造
罪
︵
中
︶︵
下
︶

判
例
タ
イ
ム
ズ
三
二
七
・
三
三
五
号

昭
和
五
一
年

監
獄
法
改
正
の
課
題
と
問
題
点

自
由
と
正
義
二
七
巻

九

号

昭
和
五
一
年

犯
罪
学
の
新
動
向
と
比
較
犯
罪
学

罪
と
罰
一
五
巻

一

号

昭
和
五
二
年

西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
被
害
者
研
究
の
現
状

小
川
太
郎
博
士
古
稀
祝
賀
﹃
刑
事
政
策
の
現
代
的
課
題
﹄

昭
和
五
二
年

西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
少
年
法
制
改
正
の
動
向

平
場
安
治
博
士
還
暦
祝
賀
﹃
現
代
の
刑
事
法
学
︵
下
︶﹄

昭
和
五
二
年

被
害
者
学
入
門
︿

～

﹀

警
察
公
論
三
二
巻
四
～
一
二
号

昭
和
五
二
年

1

19

西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
犯
罪
の
状
況

罪
と
罰
一
五
巻

二

号

昭
和
五
三
年

処
遇
困
難
者
の
社
会
復
帰

罪
と
罰
一
五
巻

三

号

昭
和
五
三
年

公
衆
参
加
の
第
一
歩
と
し
て
の
施
設
見
学

罪
と
罰
一
五
巻

四

号

昭
和
五
三
年

わ
が
国
の
矯
正
の
現
実
と
情
報
の
国
際
化

罪
と
罰
一
六
巻

一

号

昭
和
五
三
年

法
改
正
と
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
グ
ル
ー
プ

刑
政
八
九
巻

三

号

昭
和
五
三
年

刑
事
政
策
と
情
勢
の
国
際
化

刑
政
八
九
巻
一
一
号

昭
和
五
三
年

刑
法
一
七
五
条
に
い
う
﹁
販
売
の
目
的
﹂
の
解
釈
│
ポ
ル
ノ
書
籍
・
図
画
の
国
外
販
売
目
的
を
め
ぐ
っ
て

ジ
ュ
リ
ス
ト
六
五
九
号

昭
和
五
三
年

西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
刑
事
立
法
の
動
向
│
そ
の
社
会
的
変
化
と
法
制
度
の
対
応

研
修
三
五
七
号

昭
和
五
三
年

被
害
者
学
入
門
︿

～

﹀

警
察
公
論
三
三
巻
一
～
一
二
号

昭
和
五
三
年

10

21
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矯
正
の
近
代
化
と
表
現
の
自
由

刑
政
九
〇
巻

一

号

昭
和
五
四
年

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
犯
罪
学

刑
政
九
〇
巻

五

号

昭
和
五
四
年

被
勾
留
者
の
信
書
の
制
限

刑
政
九
〇
巻

九

号

昭
和
五
四
年

西
ド
イ
ツ
刑
事
法
事
情
︵
１
︶︵
２
︶︵
５
︶︵
８
︶

判
例
タ
イ
ム
ズ
三
七
一
・
三
七
三
・
三
八
一
・
三
八
八
号

昭
和
五
四
年

現
代
社
会
に
お
け
る
少
年
法
の
展
望
︵
少
年
法
│
そ
の
立
場
と
裁
判
所
の
研
究
︶

別
冊
判
例
タ
イ
ム
ズ
六
号

昭
和
五
四
年

刑
事
法
内
外
の
動
き
︵
１
︶
～
︵
７
︶

法
学
セ
ミ
ナ
ー
二
三
巻
五
︑
七
～
一
一
︑
一
三
号

昭
和
五
四
年

矯
正
施
設
の
移
転
問
題
に
寄
せ
て

罪
と
罰
一
六
巻

二

号

昭
和
五
四
年

銀
行
強
盗
事
件
に
寄
せ
て

罪
と
罰
一
六
巻

三

号

昭
和
五
四
年

暴
力
団
対
策
に
寄
せ
て

罪
と
罰
一
六
巻

四

号

昭
和
五
四
年

少
年
法
改
正
の
理
想
と
現
実

家
庭
裁
判
月
報
三
一
巻

五

号

昭
和
五
四
年

被
害
者
学
入
門
︿

～

﹀

警
察
公
論
三
四
巻
一
～
九
号

昭
和
五
四
年

22

30

比
較
刑
事
法
の
研
究
方
法
に
つ
い
て

研
修
三
六
七
号

昭
和
五
四
年

刑
事
政
策
の
将
来
の
動
向

犯
罪
と
非
行
四
〇
号

昭
和
五
四
年

少
年
犯
罪
の
犯
罪
社
会
学
的
背
景

犯
罪
社
会
学
研
究

四

号

昭
和
五
四
年

金
融
機
関
に
対
す
る
強
盗
事
件
の
比
較
犯
罪
学
的
研
究

捜
査
研
究
二
八
巻

五

号

昭
和
五
四
年

刑
事
法
内
外
の
動
き
︵

︶
～
︵

︶

法
学
セ
ミ
ナ
ー
二
四
巻
一
～
一
一
号

昭
和
五
五
年

8

18

西
ド
イ
ツ
刑
事
法
事
情
︵

︶︵

︶

判
例
タ
イ
ム
ズ
四
一
七
・
四
一
九
号

昭
和
五
五
年

12

13

宗
教
教
誨
に
つ
い
て

罪
と
罰
一
七
巻

四

号

昭
和
五
五
年

日
独
犯
罪
の
現
状
を
比
較
す
れ
ば

刑
政
九
一
巻

一

号

昭
和
五
五
年

実
証
的
な
刑
事
政
策
研
究
の
必
要
性

刑
政
九
一
巻

五

号

昭
和
五
五
年

ス
イ
ス
の
行
刑

刑
政
九
一
巻

九

号

昭
和
五
五
年
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ス
イ
ス
刑
法
学
研
究
の
基
礎

研
修
三
八
五
号

昭
和
五
五
年

西
ド
イ
ツ
の
立
法
と
判
例
に
現
わ
れ
た
外
泊
制
│
通
常
の
外
泊
制
を
中
心
と
し
て

法
曹
時
報
三
二
巻
八
号

昭
和
五
五
年

西
ド
イ
ツ
の
刑
事
法
事
情
︵

︶︵

︶

判
例
タ
イ
ム
ズ
四
二
六
・
四
二
七
号

昭
和
五
六
年

14

15

刑
事
法
内
外
の
動
き
︵

︶
～
︵

︶

法
学
セ
ミ
ナ
ー
二
五
巻
一
︑
六
～
一
一
号

昭
和
五
六
年

19

25

未
必
拘
禁
の
諸
問
題

法
学
セ
ミ
ナ
ー
二
五
巻
一
〇
号

昭
和
五
六
年

﹁
処
分
反
対
論
﹂
の
検
討

刑
政
九
二
巻

一

号

昭
和
五
六
年

こ
れ
か
ら
の
矯
正

刑
政
九
二
巻

六

号

昭
和
五
六
年

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
へ
の
備
え

刑
政
九
二
巻

九

号

昭
和
五
六
年

被
害
者
の
救
済

罪
と
罰
一
八
巻

二

号

昭
和
五
六
年

ス
イ
ス
の
少
年
非
行
の
状
況

罪
と
罰
一
八
巻

三

号

昭
和
五
六
年

治
療
処
分
の
必
要
性

罪
と
罰
一
八
巻

四

号

昭
和
五
六
年

西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
少
年
犯
罪
者
に
対
す
る
司
法
的
処
遇

罪
と
罰
一
八
巻

四

号

昭
和
五
六
年

少
年
非
行
の
動
向
と
社
会
の
対
応

罪
と
罰
一
九
巻

一

号

昭
和
五
六
年

比
較
刑
法
研
究
の
た
め
の
基
礎
作
業

井
上
正
治
還
暦
祝
賀
﹃
刑
事
法
学
の
諸
相
︵
上
︶﹄

昭
和
五
六
年

刑
事
治
療
処
分
︵
保
安
処
分
︶
の
意
義
と
そ
の
あ
る
べ
き
姿
│
西
欧
の
動
向
を
ふ
ま
え
て

捜
査
研
究
三
〇
巻
一
〇
号

昭
和
五
六
年

西
欧
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
保
安
処
分
の
現
実
│
ス
イ
ス
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
西
ド
イ
ツ
を
中
心
と
し
て

研
修
三
九
七
号

昭
和
五
六
年

更
生
保
護
と
被
害
者

更
生
保
護
三
二
巻

三

号

昭
和
五
六
年

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
犯
罪
情
勢

罪
と
罰
一
九
巻

二

号

昭
和
五
七
年

東
独
の
犯
罪
動
向

罪
と
罰
一
九
巻

三

号

昭
和
五
七
年

韓
国
の
矯
正
の
事
情

刑
政
九
三
巻

七

号

昭
和
五
七
年

西
欧
の
動
向
か
ら
み
た
治
療
処
分
の
必
要
性
│
反
対
論
の
批
判
的
検
討

研
修
四
〇
六
号

昭
和
五
七
年
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受
刑
者
処
遇
制
度
︵
特
集

刑
事
施
設
法
案
に
つ
い
て
︶

法
律
の
ひ
ろ
ば
三
五
巻

八

号

昭
和
五
七
年

刑
法
学
の
新
し
い
傾
向

法
学
研
究
︵
愛
知
学
院
大
学
︶
二
六
巻

一

号

昭
和
五
七
年

治
療
処
分
の
歴
史
と
現
代
的
意
義

判
例
タ
イ
ム
ズ
四
五
四
号

昭
和
五
七
年

刑
事
政
策
と
試
行
錯
誤

罪
と
罰
二
〇
巻

三

号

昭
和
五
八
年

行
状
監
督
に
つ
い
て
﹇
西
ド
イ
ツ
﹈

罪
と
罰
二
〇
巻

四

号

昭
和
五
八
年

西
ド
イ
ツ
と
バ
イ
エ
ル
ン
州
の
犯
罪
の
動
向

罪
と
罰
二
一
巻

一

号

昭
和
五
八
年

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
犯
罪
学
︑
そ
の
後

刑
政
九
四
巻

五

号

昭
和
五
八
年

ス
イ
ス
の
犯
罪
学
研
究
グ
ル
ー
プ

刑
政
九
四
巻
一
一
号

昭
和
五
八
年

﹁
治
療
処
分
﹂
を
め
ぐ
る
二
・
三
の
問
題

研
修
四
一
八
号

昭
和
五
八
年

行
状
監
督
を
め
ぐ
る
二
・
三
の
問
題
│
特
に
保
安
処
分
と
関
連
し
て

研
修
四
二
六
号

昭
和
五
八
年

西
ド
イ
ツ
の
﹁
処
分
執
行
法
﹂
を
め
ぐ
る
二
・
三
の
問
題
│
執
行
の
緩
和
と
帰
休
制
を
中
心
と
し
て

法
曹
時
報
三
五
巻

六

号

昭
和
五
八
年

い
わ
ゆ
る
保
安
処
分
の
最
近
の
動
向
│
西
ド
イ
ツ
・
ス
イ
ス
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
中
心
と
し
て

﹃
慶
應
義
塾
創
立
一
二
五
年
記
念
論
文
集
法
学
部
法
律
学
関
係
﹄

昭
和
五
八
年

自
由
刑
に
代
わ
る
も
の

罪
と
罰
二
一
巻

三

号

昭
和
五
九
年

犯
罪
被
害
者
の
人
権

罪
と
罰
二
一
巻

四

号

昭
和
五
九
年

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
少
年
非
行
の
動
向
と
少
年
法
改
正
案

罪
と
罰
二
二
巻

一

号

昭
和
五
九
年

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
犯
罪
と
刑
事
政
策
の
動
き

刑
政
九
五
巻

五

号

昭
和
五
九
年

刑
事
政
策
に
お
け
る
矯
正
と
保
護

刑
政
九
五
巻

六

号

昭
和
五
九
年

青
少
年
非
行
の
動
向
と
刑
事
政
策
的
対
応
│
ス
イ
ス
と
西
ド
イ
ツ
の
状
況
を
中
心
に

﹃
団
藤
重
光
博
士
古
稀
祝
賀
論
文
集
︵
３
︶﹄

昭
和
五
九
年
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矯
正
と
保
護
の
現
状
と
展
望
│
処
遇
思
想
の
動
き
と
関
連
し
て

犯
罪
と
非
行
六
〇
号

昭
和
五
九
年

刑
事
手
続
に
お
け
る
被
害
者
の
地
位

判
例
タ
イ
ム
ズ
五
三
八
号

昭
和
五
九
年

犯
罪
統
計
を
め
ぐ
る
二
・
三
の
問
題

研
修
四
三
六
号

昭
和
五
九
年

わ
が
国
に
お
け
る
仮
釈
放
制
度
の
意
義
と
問
題
点
│
沿
革
を
考
え
併
せ
て

法
律
の
ひ
ろ
ば
三
七
巻
二
号

昭
和
五
九
年

被
害
者
学
事
始
め
︿

～

﹀

時
の
法
令
一
二
五
七
︑
六
〇
︑
六
三
︑
六
六
︑
六
九
号

昭
和
六
〇
年

1

5

犯
罪
者
処
遇
と
被
害
者
の
視
点

罪
と
罰
二
二
巻

二

号

昭
和
六
〇
年

最
近
の
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
犯
罪
の
動
向

罪
と
罰
二
二
巻

三

号

昭
和
六
〇
年

西
独
の
保
護
観
察
の
実
態
調
査
に
つ
い
て

罪
と
罰
二
二
巻

四

号

昭
和
六
〇
年

ア
ジ
ア
の
少
年
非
行
と
対
比
し
た
わ
が
国
の
少
年
非
行

研
修
四
四
八
号

昭
和
六
〇
年

青
少
年
犯
罪
の
現
状
と
原
因

家
庭
裁
判
月
報
三
七
巻
一
〇
号

昭
和
六
〇
年

ナ
チ
ス
犯
罪
の
追
及
四
十
年

世
界
四
八
〇
号

昭
和
六
〇
年

韓
国
の
女
性
犯
罪

罪
と
罰
二
三
巻

三

号

昭
和
六
一
年

被
害
者
学
事
始
め
︿

～

﹀

6

17

時
の
法
令
一
二
七
一
・
七
四
・
七
七
・
八
〇
・
八
二
・
八
四
・
八
六
・
八
八
・
九
〇
・
九
二
・
九
四
・
九
六
号

昭
和
六
一
年

犯
罪
学
の
最
近
の
動
向

研
修
四
六
〇
号

昭
和
六
一
年

被
害
者
学
か
ら
み
た
交
通
事
故

刑
法
雑
誌
二
七
巻

一

号

昭
和
六
一
年

伝
統
的
犯
罪
の
被
害
者
と
現
代
的
犯
罪
の
被
害
者

法
律
の
ひ
ろ
ば
三
九
巻

三

号

昭
和
六
一
年

西
ド
イ
ツ
刑
事
政
策
の
一
断
面

罪
と
罰
二
四
巻

二

号

昭
和
六
二
年

高
齢
化
社
会
と
刑
事
政
策

罪
と
罰
二
四
巻

三

号

昭
和
六
二
年

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
刑
事
政
策
管
見

罪
と
罰
二
四
巻

四

号

昭
和
六
二
年

人
口
の
変
動
と
刑
事
政
策
の
戦
略

罪
と
罰
二
五
巻

一

号

昭
和
六
二
年
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犯
罪
被
害
と
被
害
者
特
性
﹇
西
ド
イ
ツ
﹈

法
律
の
ひ
ろ
ば
四
〇
巻

一

号

昭
和
六
二
年

ア
ジ
ア
の
少
年
非
行
│
わ
が
国
の
非
行
少
年
像
と
対
比
し
て

青
年
心
理
六
五
号

昭
和
六
二
年

国
際
化
と
刑
事
政
策

法
律
時
報
五
九
巻
一
〇
号

昭
和
六
二
年

最
近
の
犯
罪
・
非
行
理
論

刑
政
九
八
巻
一
〇
号

昭
和
六
二
年

犯
罪
被
害
者
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
│
西
ド
イ
ツ
の
一
九
八
六
年
改
正
法
を
中
心
と
し
て

研
修
四
七
三
号

昭
和
六
二
年

被
害
者
化
と
そ
の
法
学

犯
罪
と
非
行
七
三
号

昭
和
六
二
年

被
害
者
学
事
始
め
︿

～

﹀

18

28

時
の
法
令
一
二
九
八
・
一
三
〇
二
・
〇
四
・
〇
六
・
〇
八
・
一
〇
・
一
二
・
一
六
・
一
八
・
二
〇
号

昭
和
六
二
年

欧
米
︑
殊
に
西
独
の
薬
物
犯
罪
の
現
状

罪
と
罰
二
五
巻

三

号

昭
和
六
三
年

被
害
者
学
事
始
め
︿

～

﹀

29

40

時
の
法
令
一
三
二
二
・
二
四
・
二
六
・
二
八
・
一
三
三
〇
・
三
二
・
三
四
・
三
六
・
三
八
・
四
〇
・
四
二
・
四
四
号

昭
和
六
三
年

世
紀
ド
イ
ツ
刑
法
学
研
究

序
説

名
城
法
学
三
七
別
冊
号
︵
西
山
富
夫
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
︶

昭
和
六
三
年

19無
期
自
由
刑
受
刑
者
に
対
す
る
移
行
緩
和
︑
特
に
外
泊
に
つ
い
て
│
西
ド
イ
ツ
の
判
例
と
学
説
を
中
心
と
し
て

﹃
矯
正
協
会
創
立
百
周
年
記
念
論
文
集
第
二
巻
﹄

昭
和
六
三
年

若
年
者
人
口
の
変
動
と
青
少
年
保
護
政
策
の
対
応
│
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
動
き
を
中
心
と
し
て家

庭
裁
判
月
報
四
〇
巻
五
号

昭
和
六
三
年

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
〝
保
安
処
分
〟
に
つ
い
て
│
そ
の
現
況
と
手
続
の
実
際
を
中
心
と
し
て
︿
上
﹀法

曹
時
報
四
〇
巻

一

号

昭
和
六
三
年

西
ド
イ
ツ
刑
事
法
の
変
遷
と
展
望

ジ
ュ
リ
ス
ト
九
一
九
号

昭
和
六
三
年

社
会
の
複
雑
化
と
被
害
者

法
律
の
ひ
ろ
ば
四
一
巻

七

号

昭
和
六
三
年

﹁
安
楽
死
事
件
﹂
と
西
ド
イ
ツ
の
刑
事
司
法
│
ナ
チ
ス
犯
罪
追
及
と
過
去
の
清
算

世
界
五
二
一
号

昭
和
六
三
年
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刑
事
政
策
の
歴
史
的
展
開
と
矯
正
の
発
展

刑
政
一
〇
〇
巻

一

号

平
成

元

年

累
犯
者
問
題
と
我
が
国
刑
事
政
策
の
今
後
の
展
望

法
律
の
ひ
ろ
ば
四
二
巻

一

号

平
成

元

年

恩
赦
制
度
再
考

法
律
の
ひ
ろ
ば
四
二
巻

四

号

平
成

元

年

社
会
内
処
遇
の
未
来
像

更
生
保
護
四
〇
巻

一

号

平
成

元

年

最
近
に
お
け
る
少
年
法
制
改
正
の
動
向
│
西
ド
イ
ツ
︑
オ
ー
ス
ト
リ
ア
︑
ス
イ
ス
に
つ
い
て

研
修
四
八
九
号

平
成

元

年

刑
事
政
策
演
習
講
座

～

警
察
学
論
集
四
二
巻
一
～
一
〇
・
一
二
号

平
成

元

年

1

11

刑
事
法
学
の
常
識
・
非
常
識

～
1

9時
の
法
令
一
三
四
六
・
四
八
・
五
〇
・
五
二
・
五
四
・
五
八
・
六
二
・
六
六
・
六
八
号

平
成

元

年

台
湾
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
刑
事
政
策
事
情

罪
と
罰
二
六
巻

三

号

平
成

元

年

刑
事
政
策
情
報
の
国
際
的
共
有

罪
と
罰
二
六
巻

四

号

平
成

元

年

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
外
国
人
労
働
者
と
治
安
問
題

罪
と
罰
二
七
巻

一

号

平
成

元

年

﹁
昭
和
の
刑
事
政
策
﹂
に
つ
い
て
思
う
こ
と

罪
と
罰
二
七
巻

一

号

平
成

元

年

少
年
法
改
正
の
新
展
開
│
オ
ー
ス
ト
リ
ア
︑
西
ド
イ
ツ
︑
ス
イ
ス
に
お
け
る
最
近
の
動
向

﹃
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
法
律
学
科
開
設
百
年
記
念
論
文
集
法
律
学
科
編
﹄

平
成

二

年

ス
イ
ス
の
経
済
刑
法
の
動
き

罪
と
罰
二
七
巻

二

号

平
成

二

年

少
年
法
制
の
最
近
の
動
き

罪
と
罰
二
七
巻

三

号

平
成

二

年

東
西
ド
イ
ツ
の
統
合
と
刑
事
法

罪
と
罰
二
七
巻

四

号

平
成

二

年

篤
志
面
接
委
員
制
度
の
原
点

罪
と
罰
二
八
巻

一

号

平
成

二

年

刑
事
法
学
の
常
識
・
非
常
識

～

時
の
法
令
一
三
七
〇
・
七
二
・
七
六
・
七
八
・
八
〇
・
八
二
・
八
六
・
八
八
号

平
成

二

年

10

17

刑
事
政
策
演
習
講
座

～

警
察
学
論
集
四
三
巻
二
～
五
・
七
～
一
二
号

平
成

二

年

12

21

死
刑
制
度
を
考
え
る
︵
特
集
・
死
刑
制
度
存
廃
問
題
を
考
え
る
│
永
山
事
件
差
戻
し
上
告
審
判
決
を
契
機
と
し
て
︶

法学研究 84 巻 9 号（2011：9）

698



法
律
の
ひ
ろ
ば
四
三
巻

八

号

平
成

二

年

ス
イ
ス
に
お
け
る
経
済
犯
罪
規
制
の
新
展
開
│
内
部
情
報
不
正
使
用
と
金
銭
の
洗
浄
の
刑
法
的
規
制
に
つ
い
て

法
学
政
治
学
論
究

五

号

平
成

二

年

改
変
テ
レ
ホ
ン
カ
ー
ド
と
変
造
有
価
証
券
交
付
罪
の
成
否

上
・
中
・
下
︵
共
著
︶

判
例
評
論
三
七
六
～
三
七
八
号

平
成

二

年

刑
事
法
学
の
常
識
・
非
常
識

～

時
の
法
令
一
三
九
六
・
九
八
・
一
四
・
〇
六
・
〇
八
・
一
〇
・
一
二
・
一
四
号

平
成

三

年

18

24

刑
事
政
策
演
習
講
座

～

警
察
学
論
集
四
四
巻
二
～
五
・
七
～
一
一
号

平
成

三

年

22

30

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
罰
金
刑

罪
と
罰
二
八
巻

三

号

平
成

三

年

経
済
犯
罪
の
動
き
と
刑
事
法
に
よ
る
対
応

罪
と
罰
二
八
巻

四

号

平
成

三

年

日
本
の
刑
事
政
策
の
当
面
す
る
課
題

罪
と
罰
二
九
巻

一

号

平
成

三

年

諸
外
国
の
少
年
非
行
︵
特
集
・
少
年
非
行
と
非
行
少
年
の
処
遇
︶

法
律
の
ひ
ろ
ば
四
四
巻

一

号

平
成

三

年

社
会
内
処
遇
の
展
望

更
生
保
護
四
二
巻

二

号

平
成

三

年

ド
イ
ツ
の
統
一
と
そ
の
法
律
問
題
│
司
法
制
度
と
刑
事
法
を
中
心
と
し
て

付

矯
正
の
現
況

刑
政
一
〇
二
巻

六

号

平
成

三

年

犯
罪
被
害
者
の
心
理
︵
特
集
・
法
律
家
の
た
め
の
心
理
学
︶

自
由
と
正
義
四
二
巻
一
一
号

平
成

三

年

犯
罪
の
動
向
と
外
国
人
入
国
者
対
策

罪
と
罰
二
九
巻

二

号

平
成

四

年

ド
イ
ツ
統
一
と
刑
事
政
策

罪
と
罰
二
九
巻

三

号

平
成

四

年

ス
イ
ス
刑
法
の

年

罪
と
罰
二
九
巻

四

号

平
成

四

年

50

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
刑
法
改
正
論

罪
と
罰
三
〇
巻

一

号

平
成

四

年

ソ
連
・
東
欧
社
会
の
混
乱
と
ド
イ
ツ

時
の
法
令
一
四
一
八
号

平
成

四

年

ド
イ
ツ
統
一
と
司
法
制
度
の
再
編
成

時
の
法
令
一
四
二
四
号

平
成

四

年

ド
イ
ツ
に
お
け
る
刑
事
政
策
の
新
し
い
動
き
│
﹁
損
害
回
復
﹂
に
関
す
る
﹁
対
案
﹂︿
１
﹀︿
２
﹀

時
の
法
令
一
四
三
〇
・
三
二
号

平
成

四

年
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旧
東
独
の
法
学
部
の
再
建
と
司
法
制
度
の
再
構
成
│
補
遺
︿
１
﹀

時
の
法
令
一
四
三
八
号

平
成

四

年

無
期
受
刑
者
と
社
会
復
帰
︵
特
集
・
女
子
と
犯
罪
︶

更
生
保
護
四
三
巻

八

号

平
成

四

年

刑
事
法
学
の
常
識
・
非
常
識

～

時
の
法
令
一
四
四
六
・
四
八
・
五
二
・
五
六
・
六
〇
・
六
四
号

平
成

五

年

25

30

更
生
保
護
の
最
近
の
動
き

罪
と
罰
三
〇
巻

二

号

平
成

五

年

社
会
福
祉
と
犯
罪

罪
と
罰
三
一
巻

一

号

平
成

五

年

ド
イ
ツ
の
社
会
的
混
乱
と
少
年
法
制

刑
政
一
〇
四
巻

一

号

平
成

五

年

統
一
後
の
旧
東
ド
イ
ツ
と
少
年
非
行

刑
政
一
〇
四
巻

七

号

平
成

五

年

刑
法
理
論
と
被
害
者
学

福
田
平
・
大
塚
仁
博
士
古
稀
祝
賀
﹃
刑
事
法
学
の
諸
相
︵
下
︶﹄

平
成

五

年

刑
事
法
学
の
常
識
・
非
常
識

～

時
の
法
令
一
四
六
六
・
六
八
・
七
〇
・
七
六
・
七
八
・
八
〇
・
八
四
・
八
八
号

平
成

六

年

31

38

統
一
後
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
犯
罪
の
動
向

罪
と
罰
三
一
巻

二

号

平
成

六

年

旧
東
独
法
学
部
の
刑
事
法
研
究
体
制

罪
と
罰
三
一
巻

三

号

平
成

六

年

権
力
者
の
犯
罪

刑
政
一
〇
五
巻

一

号

平
成

六

年

旧
東
独
諸
州
の
行
刑
改
革
に
つ
い
て

刑
政
一
〇
五
巻

七

号

平
成

六

年

被
拘
禁
者
の
人
権
と
法
執
行
機
関
関
係
者
の
研
修
・
教
育
︑
特
に
警
察
官
と
刑
務
官
の
研
修
に
つ
い
て

刑
政
一
〇
五
巻
一
一
号

平
成

六

年

犯
罪
者
処
遇
思
想
の
変
遷
と
我
が
国
の
刑
事
政
策
の
現
状

犯
罪
と
非
行
一
〇
〇
号

平
成

六

年

国
境
を
開
放
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
組
織
犯
罪

罪
と
罰
三
二
巻

二

号

平
成

七

年

ア
ラ
ブ
治
安
研
究
セ
ン
タ
ー

罪
と
罰
三
二
巻

三

号

平
成

七

年

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
更
生
保
護
制
度
に
つ
い
て

犯
罪
と
非
行
一
〇
四
号

平
成

七

年

刑
事
法
学
の
常
識
・
非
常
識

・

・

時
の
法
令
一
四
九
四
・
一
五
〇
六
・
一
〇
号

平
成

七

年

39

40

41

日
墺
刑
事
法
コ
ロ
キ
ア
ム

罪
と
罰
三
二
巻

四

号

平
成

七

年
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オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
更
生
保
護
制
度
に
つ
い
て

犯
罪
と
非
行
一
〇
四
号

平
成

七

年

更
生
緊
急
保
護
の
最
近
の
動
向
と
今
後
の
展
望

更
生
保
護
四
六
巻
一
二
号

平
成

七

年

更
生
保
護
制
度
の
新
展
開

罪
と
罰
三
三
巻

一

号

平
成

七

年

少
年
法
の
歩
み
と
今
後
の
展
望
︵
特
集

戦
後
五
〇
年
の
刑
事
政
策
︶

罪
と
罰
三
三
巻

二

号

平
成

八

年

ド
イ
ツ
統
一
後
の
犯
罪
の
動
向

罪
と
罰
三
三
巻

二

号

平
成

八

年

日
本
の
刑
事
政
策
と
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
・
メ
ダ
ル

犯
罪
と
非
行
一
〇
七
号

平
成

八

年

少
年
非
行
の
現
状
と
対
策
︿
特
別
寄
稿
﹀

宮
崎
産
業
経
営
大
学
法
学
論
集
八
巻
一
・
二
号

平
成

八

年

被
害
者
学
入
門

～

捜
査
研
究
四
五
巻
五
～
一
二
号

平
成

八

年

1

8

ド
イ
ツ
に
お
け
る
若
者
宗
教
・
若
者
セ
ク
ト
を
め
ぐ
る
諸
問
題

研
修
五
七
五
号

平
成

八

年

ス
イ
ス
の
被
害
者
保
護

罪
と
罰
三
三
巻

三

号

平
成

八

年

﹃
白
い
環
﹄
の
近
況

罪
と
罰
三
三
巻

四

号

平
成

八

年

刑
事
法
学
の
常
識
・
非
常
識

～

時
の
法
令
一
五
一
六
・
二
〇
・
二
五
・
三
一
・
三
三
・
三
五
号

平
成

八

年

42

47

マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
︵
ド
イ
ツ
語
圏
刑
法
の
対
応
︶
│
ス
イ
ス
・
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
法
制
と
日
本
︵
特
集
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ

リ
ン
グ
に
関
す
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
︶

警
察
学
論
集
四
九
巻
一
〇
号

平
成

八

年

被
害
者
学
入
門

～

捜
査
研
究
四
六
巻
一
～
二
・
四
～
一
二
号

平
成

九

年

9

19

処
分
の
執
行
と
社
会
の
安
全

罪
と
罰
三
四
巻

二

号

平
成

九

年

被
害
者
へ
の
支
援
活
動
に
寄
せ
て
︵
特
集

被
害
者
対
策
の
進
展
︶

警
察
学
論
集
五
〇
巻

四

号

平
成

九

年

刑
事
法
学
の
常
識
・
非
常
識

・

時
の
法
令
一
五
四
三
・
四
七
号

平
成

九

年

48

49

犯
罪
学
研
究
セ
ン
タ
ー
と
そ
の
業
績

罪
と
罰
三
四
巻

三

号

平
成

九

年

マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
│
ド
イ
ツ
語
圏
刑
法
の
対
応

ス
イ
ス
・
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
法
制
と
日
本

中
山
研
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
︵
二
︶﹃
経
済
と
刑
法
﹄

平
成

九

年
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比
較
の
中
の
日
本
の
刑
事
法

研
修
五
九
〇
号

平
成

九

年

施
設
内
処
遇
の
問
題
点
の
国
際
比
較

罪
と
罰
三
四
巻

四

号

平
成

九

年

ド
イ
ツ
に
お
け
る
セ
ク
ト
の
問
題
│
犯
罪
学
・
刑
事
法
学
の
立
場
か
ら

刑
政
一
〇
八
巻
一
〇
号

平
成

九

年

ド
イ
ツ
刑
事
政
策
の
基
礎
デ
ー
タ

罪
と
罰
三
五
巻

一

号

平
成

九

年

犯
罪
被
害
者
へ
の
支
援
と
刑
事
政
策

﹃
死
刑
│
存
置
と
廃
止
の
出
会
い
﹄

平
成

九

年

被
害
者
学
入
門

～

捜
査
研
究
四
七
巻
一
～
五
号

平
成
一
〇
年

20

24

組
織
犯
罪
対
策
の
今
日
的
課
題
︿
基
調
講
演
﹀︵
特
集

組
織
犯
罪
対
策
に
関
す
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
︶

警
察
学
論
集
五
一
巻

二

号

平
成
一
〇
年

第
九
回
国
際
被
害
者
学
シ
ン
ポ
ジ
ア
ム
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
大
会
を
め
ぐ
っ
て
│
回
顧
と
展
望
︵
特
集

第
九
回
国
際

被
害
者
学
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
︶

罪
と
罰
三
五
巻

二

号

平
成
一
〇
年

社
会
変
革
と
犯
罪
﹇
ド
イ
ツ
﹈

罪
と
罰
三
五
巻
二
・
三
号

平
成
一
〇
年

地
域
に
根
を
下
ろ
し
た
更
生
保
護
︵
特
集

更
生
保
護
施
設
と
地
域
社
会
︶

更
生
保
護
四
九
巻

三

号

平
成
一
〇
年

被
害
者
支
援
の
た
め
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
フ
ォ
ー
ラ
ム

罪
と
罰
三
五
巻

四

号

平
成
一
〇
年

ド
イ
ツ
に
お
け
る
性
犯
罪
対
策
法

捜
査
研
究
四
七
巻
一
〇
号

平
成
一
〇
年

組
織
ぐ
る
み
の
犯
罪

罪
と
罰
三
六
巻

一
号

平
成
一
〇
年

我
が
国
の
刑
事
司
法
と
被
害
者
の
地
位
│
諸
外
国
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
に
対
す
る
諸
施
策
と
の
対
比
で

産
大
法
学
三
二
巻
二
・
三
号

平
成
一
〇
年

国
際
犯
罪
学
会

過
去
・
現
在
・
未
来

罪
と
罰
三
六
巻

二

号

平
成
一
一
年

ド
イ
ツ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
証
人
保
護
︵
１
︶
～
︵
３
︶

捜
査
研
究
四
八
巻
一
～
三
号

平
成
一
一
年

犯
罪
被
害
者
救
済
の
現
状
と
最
近
の
動
向
︵
特
集

犯
罪
被
害
者
救
済
を
考
え
る
︶

法
律
の
ひ
ろ
ば
五
二
巻

五

号

平
成
一
一
年

コ
ル
プ
ス
・
ユ
リ
ス

欧
州
共
同
体
の
財
産
的
利
益
の
刑
法
上
の
保
護
︵
１
︶

捜
査
研
究
四
八
巻

六

号

平
成
一
一
年
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更
生
保
護
五
〇
年
に
思
う

罪
と
罰
三
六
巻

三

号

平
成
一
一
年

犯
罪
被
害
者
に
対
す
る
援
助
│
そ
の
沿
革
と
現
状
に
つ
い
て

研
修
六
一
三
号

平
成
一
一
年

刑
事
政
策
時
評

組
織
犯
罪
対
策
の
現
状
を
批
判
す
る

罪
と
罰
三
六
巻

四

号

平
成
一
一
年

被
害
者
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
た
め
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
つ
い
て
︵
特
集

被
害
者
支
援
の
動
向
と
課
題
︶

警
察
学
論
集
五
二
巻
八
号

平
成
一
一
年

被
害
者
の
請
求
権
確
保
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て
﹇
ド
イ
ツ
﹈

捜
査
研
究
四
八
巻

九

号

平
成
一
一
年

少
年
法
の
理
念
と
現
実
︵
特
集

少
年
法
を
め
ぐ
る
動
向
︶

現
代
刑
事
法
一
巻

五

号

平
成
一
一
年

平
成
一
一
年
版
犯
罪
白
書
に
つ
い
て
︵
特
集

平
成
一
一
年
版
犯
罪
白
書
︶

罪
と
罰
三
七
巻

一

号

平
成
一
一
年

比
較
刑
事
政
策
の
原
点

罪
と
罰
三
七
巻

一

号

平
成
一
一
年

犯
罪
被
害
者
支
援
の
近
況
：
主
と
し
て
ド
イ
ツ
語
圏
諸
国
の
現
状
に
つ
い
て

刑
政
一
二
八
七
号

平
成
一
一
年

刑
事
法
制
の
新
展
開
│
刑
事
法
制
の
現
状
と
課
題
︵
特
集

刑
事
法
制
の
新
展
開
︶

法
律
の
ひ
ろ
ば
五
二
巻
一
二
号

平
成
一
一
年

組
織
犯
罪
対
策
法
の
背
景
事
情︵
第
八
回
警
察
政
策
フ
ォ
ー
ラ
ム﹁
組
織
犯
罪
対
策
の
国
際
的
動
向
│
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
取
組
み
﹂︶

警
察
政
策
研
究

四

号

平
成
一
二
年

ス
イ
ス
刑
法
に
お
け
る
賄
賂
罪
の
全
面
改
正
に
つ
い
て

罪
と
罰
三
七
巻

二

号

平
成
一
二
年

組
織
犯
罪
対
策
法
の
背
景
事
情

警
察
学
論
集
五
三
巻

三

号

平
成
一
二
年

被
害
者
学
の
軌
跡
と
展
望
︵︹
日
本
被
害
者
学
会
︺
一
〇
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
︶

被
害
者
学
研
究
一
〇
号

平
成
一
二
年

ド
イ
ツ
被
害
者
支
援
活
動
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て

罪
と
罰
三
七
巻

三

号

平
成
一
二
年

被
害
者
支
援
へ
の
長
い
道
程
︵
特
集

犯
罪
被
害
者
対
策
︶

時
の
動
き
四
四
巻

六

号

平
成
一
二
年

少
年
法
改
正
論
議
に
寄
せ
て

罪
と
罰
三
七
巻

四

号

平
成
一
二
年

ド
イ
ツ
被
害
者
支
援
活
動
グ
ル
ー
プ
︵
a
d
o︶
に
つ
い
て

産
大
法
学
三
四
巻

三

号

平
成
一
二
年

危
険
な
性
犯
罪
者
の
処
遇
│
ド
イ
ツ
の
場
合

罪
と
罰
三
八
巻

一

号

平
成
一
二
年
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世
紀
を
迎
え
る
刑
事
政
策
の
現
実
と
将
来
像
︵
特
集

世
紀
の
刑
事
政
策
│
そ
の
課
題
と
展
望
︶

21

21

犯
罪
と
非
行
一
二
六
号

平
成
一
二
年

ス
イ
ス
に
お
け
る
外
国
人
犯
罪

罪
と
罰
三
八
巻

二

号

平
成
一
三
年

ド
イ
ツ
の
刑
事
政
策
の
動
向
︵
そ
の
１
︶︵
そ
の
２
︶

罪
と
罰
三
八
巻
三
・
四
号

平
成
一
三
年

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
刑
事
政
策
の
新
動
向
│
犯
罪
予
防
と
警
備
業
を
中
心
と
し
て

捜
査
研
究
五
〇
巻

七

号

平
成
一
三
年

ド
イ
ツ
の
治
安
報
告
書

罪
と
罰
三
九
巻

一

号

平
成
一
三
年

ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
教
授
を
送
る
│
人
と
業
績

現
代
刑
事
法
四
巻

一

号

平
成
一
四
年

ド
イ
ツ
犯
罪
予
防
フ
オ
ー
ラ
ム
︵
D
F
K
︶
に
つ
い
て

捜
査
研
究
五
一
巻

三

号

平
成
一
四
年

重
大
犯
罪
と
精
神
障
害

罪
と
罰
三
九
巻

三

号

平
成
一
四
年

更
生
保
護
施
設
に
お
け
る
社
会
復
帰
処
遇
に
つ
い
て
︵
特
集

更
生
保
護
施
設
︶

犯
罪
と
非
行
一
三
二
号

平
成
一
四
年

弁
護
報
酬
の
受
領
と
〝
資
金
の
洗
浄
︵
G
e
ld
w
a
sc
h
e︶
〟

捜
査
研
究
五
一
巻

九

号

平
成
一
四
年

今
日
の
刑
事
政
策
と
保
護
司
へ
の
期
待
︵
特
集

こ
れ
か
ら
の
保
護
司
︶

更
生
保
護
五
三
巻
一
〇
号

平
成
一
四
年

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
の
新
資
金
洗
浄
基
準
に
つ
い
て

罪
と
罰
四
〇
巻

一

号

平
成
一
四
年

国
際
組
織
犯
罪
の
動
向
と
そ
の
対
応

警
察
政
策
五
巻

一

号

平
成
一
五
年

警
察
政
策
学
会
│
回
顧
と
展
望
︵︹
警
察
政
策
︺
学
会
設
立
五
周
年
記
念
号
︶
│
︵
警
察
政
策
学
会
の
回
顧
と
展
望
︶

警
察
政
策
五
巻

一

号

平
成
一
五
年

危
険
な
犯
罪
者
に
対
す
る
処
分
の
実
態

罪
と
罰
四
〇
巻

三

号

平
成
一
五
年

各
国
比
較
か
ら
読
み
取
る
べ
き
も
の
│
特
に
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
へ
の
訴
願
制
度
を
中
心
と
し
て
︵
特
集
１

名
古
屋
刑
務
所

事
件
と
受
刑
者
の
人
権
︶

法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
八
巻

七

号

平
成
一
五
年

更
生
保
護
と
犯
罪
被
害
者
︵
特
集

更
生
保
護
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
︶

更
生
保
護
と
犯
罪
予
防
三
七
巻

一

号

平
成
一
五
年

世
紀
に
お
け
る
刑
事
規
制
の
ゆ
く
え

中
谷
瑾
子
先
生
傘
寿
祝
賀
﹃

世
紀
に
お
け
る
刑
事
規
制
の
ゆ
く
え
﹄

平
成
一
五
年

21

21
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バ
ー
ゼ
ル
刑
法
大
注
釈
書

捜
査
研
究
五
二
巻
一
一
号

平
成
一
五
年

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
予
防
処
分
の
実
態

罪
と
罰
四
一
巻

一

号

平
成
一
五
年

カ
ウ
フ
マ
ン
の
刑
法
学
と
法
哲
学
︵
第
三
二
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

全
体
テ
ー
マ

ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
刑
法
哲
学
︶

ノ
モ
ス
一
四
号

平
成
一
五
年

外
国
人
と
の
共
生
︵
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
安
全
︶

警
察
政
策

六

号

平
成
一
六
年

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ダ
イ
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て

捜
査
研
究
五
三
巻

三

号

平
成
一
六
年

被
害
者
学
・
被
害
者
支
援
│
そ
の
過
去
・
現
在
︑
そ
し
て
将
来
展
望

被
害
者
学
研
究
一
四
号

平
成
一
六
年

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
全
著
作
集
の
完
成

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
六
五
号

平
成
一
六
年

︹
現
代
刑
事
法
︺
創
刊
５
周
年
特
別
寄
稿

刑
事
法
と
法
制
度
の
比
較

現
代
刑
事
法
六
巻

五

号

平
成
一
六
年

ク
リ
ミ
ス
コ
ー
プ
︵
C
R
IM
IS
C
O
P
E
︶
に
つ
い
て

罪
と
罰
四
一
巻

三

号

平
成
一
六
年

警
察
法
施
行

年
に
ち
な
ん
で
│
年
代
記
的
ス
ケ
ッ
チ
︵
特
集

警
察
法
施
行
五
〇
年
︶

警
察
学
論
集
五
七
巻

七

号

平
成
一
六
年

50

ス
イ
ス
の
没
収
さ
れ
た
財
産
的
価
値
の
〝
配
分
に
関
す
る
連
邦
法
律
〟
に
つ
い
て

捜
査
研
究
五
三
巻
九
号

平
成
一
六
年

比
較
の
中
の
行
刑
改
革
│
二
十
一
世
紀
の
行
刑
の
あ
る
べ
き
姿
と
は

犯
罪
と
非
行
一
四
二
号

平
成
一
六
年

ロ
ー
ス
ク
ー
ル
と
刑
事
政
策

罪
と
罰
四
二
巻

一

号

平
成
一
六
年

少
子
高
齢
化
社
会
日
本
の
社
会
政
策
と
刑
事
政
策
︵
来
日
外
国
人
犯
罪
対
策

警
察
政
策
フ
ォ
ー
ラ
ム

日
独
犯
罪

減
少
対
策
フ
ォ
ー

ラ
ム
│
来
日
外
国
人
犯
罪
を
考
え
る
︶

警
察
政
策
研
究
九
号

平
成
一
七
年

外
国
の
刑
事
立
法
の
動
向

事
後
的
保
安
監
置
に
関
す
る
新
立
法
動
向
に
つ
い
て

現
代
刑
事
法

七

巻

一

号

平
成
一
七
年

ド
イ
ツ
の
行
刑
に
お
け
る
社
会
治
療

罪
と
罰
四
二
巻

三

号

平
成
一
七
年

少
子
高
齢
化
社
会
日
本
の
社
会
政
策
と
刑
事
政
策
︵
日
独
犯
罪
減
少
対
策
フ
ォ
ー
ラ
ム

来
日
外
国
人
犯
罪
を
考
え
る
︶

警
察
学
論
集
五
八
巻
一
一
号

平
成
一
七
年
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